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（過誤申立書提出月） 

国民健康保険団体連合会 

（国保連） 

大 和 市 

障がい福祉課 
サービス提供事業者 

 

 

 

 

 

 

 

（月末までにＦＡＸで提出） 

 

 

 

（過誤申立書提出翌月） 

国民健康保険団体連合会 障がい福祉課 サービス提供事業者 

 

②過誤申立を受理 

③当初の請求を取り下げ 

 

①事業者からの申立を精査

し、月初に過誤申立内容を 

国保連へ伝送 

 

④５日前後から国保連へ  

再請求が可能 

 

 

 

（過誤申立翌々月） 

国民健康保険団体連合会 障がい福祉課 サービス提供事業所 

 

①各事業所へ「過誤決定通知

（前々月分）」および「支払決

定通知（前月分）」をデータ  

送信および郵送 

②１５日前後に指定口座へ 

支払 
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